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１．事業概要
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（３）経営比較分析表を活用した現状分析

壮瞥町簡易水道事業経営戦略

団 体 名 ： 壮瞥町

事 業 名 ： 壮瞥町簡易水道事業

策 定 日 ：

法適 （ 全部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適用（一部）
現 在 給 水 人 口 2,242

有 収 水 量 密 度 0.137

計 画 期 間 ： ～ 年度

事業の現況

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 53 年 12 月 1 日 計 画 給 水 人 口 4,110

施 設 能 力 2,917 ／日 施 設 利 用 率 55.9

水 源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

施 設 数
浄水場設置数 5

管 路 延 長 119.2

千ｍ配水池設置数 10

料金体系の
概要・考え方

区　　分 基本水量 基本料金
超過料金
（1 につき）

一般家事用、営業用、
官公署その他団体用

10 1,250円 125円

大口 500 62.500円 80円

臨時用 10 2,500円 125円

③料金改定

④経営戦略改定

経営戦略の改定を通じて、給水人口の減少や物価高騰の影響などを反映した中長期の収支見通し
に基づき、収支均衡に必要な料金水準等について検討を進めます。

経営戦略のPDCAサイクルを通じて今回の改定（1回目）を実施することで中長期的な財政収支の見通
しについてアップデートします。

①事業統合・広域化

②経営等の見える化

効率的な水道事業運営を目的として、平成25年に滝之町地区簡易水道事業と仲洞爺地区簡易水道
事業を統合するとともに、これら2地区を連絡管により接続し水道水の相互融通を図っています。また、
壮瞥町が所属する西いぶり広域連合により整備している水道料金システムについて、令和7年度を目
途にその更新作業を進めており、広域化による事務処理が継続されています。

令和6年度に公営企業会計に移行し、より経営・資産状況の見える化が図られデータによる中長期的
な見通しに基づく料金改定の検討が可能となりました。

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まな

平 成 31 年 4 月 1 日

本町の簡易水道事業は、建設課において上下水道係により下水道事業と兼務しながら運営しています。
現時点の組織体制は、建設課長1名、上下水道係長1名、担当職員1名（事務職員　専任+1増 R6）で構成されています。

これまでの主な経営健全化の取組

*1　「広域化」とは、①事業統合、②経営の一体化、③管理の一体化、④施設の共同化をいい、それぞれの内容は以下のとおりである。なお、将来の広域化に向けた他団体との勉強会の
設置や人事交流等について説明すべきものがあればその内容も記載すること。
①経営主体も事業も一つに統合された形態、②経営主体は一つだか、認可上、事業は別の形態、③維持管理業務や総務系の事務処理などを共同実施あるいは共同委託等により実施
する形態、④浄水場、配水池、水質試験センターなどの施設を共同保有する形態

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　本町の水道事業の経営については、累積欠損金は発生しておらず、経常収支比率についても100％を超えている状況ではありますが、収入面
は、給水収益で補えきれない費用を、一般会計からの収入にて補っている状況です。
　類似団体の平均値と比較すると、給水収益に対する企業債残高の割合は大きく、有収率は低い状況にあります。
　今後も人口減少に伴う給水収益の減少や施設の老朽化に伴う費用の増加が予測され、経営状況については引き続き厳しい状況になるものと
懸念されるため、適切な給水収益の確保や費用の節減に努めます。

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他
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２．将来の事業環境

（１）給水人口の予測
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（４）

（５）

３．経営の基本方針

施設の見通し

組織の見通し

　壮瞥町は、厳しい財政状況の下、社会経済の変化と共に行政ニーズが多様化しています。この中で、本町の職員数は、適正な定員管理により
部門によってはやや変動があるものの、全体としてはほぼ一定に推移しています。
　一方、水道事業の職員数は適正な事業運営にとってボーダーラインとも言える1名で推移しており、人員増の実現が厳しい状況の中で、職員の
高齢化や退職に伴う不補充等により、技術の維持及び継承並びに危機管理体制の確保が危惧されます。

　壮瞥町は、まちづくりのマスタープランである「第5次壮瞥町まちづくり総合計画」において、「希望に満ちた安全なまち」を施策の柱に据えて、
水道施設をはじめとする公共施設の整備や維持管理などについて計画的に施策を推進しています。
　一方、経営の基本計画である、壮瞥町簡易水道事業経営戦略では、「清浄な水の安定供給と持続的な経営」を経営理念とし、
　・持続：経営基盤の強化（財政と保有資産のマネジメント）

　・安全：清浄で安全・安心な水を供給
　・強靭：地震等の災害に強い水道づくり（組織・施設）
の3つを基本方針として定め、生活の基盤を強化するための持続的な経営に取り組みます。

　施設の見通しは、更新がない場合の健全度を想定して、50年間の推移を把握します。
　健全度の区分は、経過年数が法定耐用年数を超過していないものを健全資産（青）、法定耐用年数1.0～1.5倍以内のものを経年化資産（黄）、
法定耐用年数の1.5倍を超えるものを老朽化資産（赤）の区分で表します。
構造物及び設備の老朽化資産の割合は、令和7年で全体の約32％あり、令和27年には56％、令和57年には、80％まで増加します。
管路の法定耐用年数は40年です。老朽化資産の割合は、令和7年でゼロ、令和27年には、25％、令和57年には92％まで増加します。
計画期間における令和7年度から令和17年度までの健全度推移は、構造物及び設備の老朽資産の割合が高い状況にあります。

　これら資産を各更新ケースで算出した将来の更新需要は、次のとおりです、
法定耐用年数で更新した場合には、50年間で構造物及び設備約73億円、同様に管路については、約189億円、合計で約263億円の費用が必
要となります。（CaseA）
　しかし、法定耐用年数は、使用年数とは異なり、実際には、耐用年数を超えて使用が可能となる施設があります。この使用可能な年数（更新基
準年数）で更新した場合の費用は、構造物及び設備で約41億円、管路が約168億円、合計で約219億円となります。（CaseB-a）
　また、アセットマネジメントの更新需要では、75㎜以上の管路のみを更新する（50㎜以下の管路を修繕対応）ケースや、更新年数をさらに先延
ばしした更新基準年数の1.2倍のケースを試算しています。（下表参照）

ケース 
50 年間の更新総費用 

（ ）は 1年平均

50 年間平均健全度 (%) 
(健全：経年化：老朽化) 

更新しない場合 

（健全度状況確認ケース）

構造物及び設備 更新費用なし 28：20：52 

管路 更新費用なし 28：40：33 

Case A  
（法定耐用年数） 

構造物及び設備 7,344 百万（146 百万） 
常に健全 

 (法定耐用年数内)
管路 18.939 百万（379 百万） 

合計 Σ= 26,301 百万 (526 百万） 

Case B-a  
（更新基準年数） 

構造物及び設備 4,113 百万（ 82 百万） 63：25：12

管路 16.800 百万（336 百万） 93： 7： 0 

合計 Σ= 21,913 百万（418 百万） 

Case B-b 
（更新基準年数 

かつ管路 75mm 以上のみ） 

構造物及び設備 4,113 百万（ 82 百万） 63：25：12 

管路（75 以上のみ） 15,140 百万（302 百万） 83：11： 6 

合計 Σ= 19,253 百万（385 百万） 

Case C-a  
（更新基準年数 1.2 倍） 

構造物及び設備     3,375 百万（ 67 百万） 52：28：20 

管路 11,701 百万（234 百万） 76：20： 4 

合計 Σ= 15,076 百万（301 百万） 

Case C-b  
（更新基準年数 1.2 倍 

 かつ管路 75mm 以上のみ） 

構造物及び設備     3,375 百万（ 67 百万） 52：28：20 

管路（75 以上のみ） 10,375 百万（215 百万） 68：22：10 

合計 Σ=14,110 百万（282 百万） 
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

人口減少等の社会構造の変化に応じて適切に水を供給するために、将来の需要予測に基づく管路口
径及び池容量の見直しや、長期的な視点による施設の統廃合・再配置の検討により更新投資の合理化
に努めます。

民間の資金 ・ ノ ウハウ等の活用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

W-PPP等について、実施事例やその効果の情報収集などを行い、地域に応じた経営基盤の強化に努
めます。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

職員給与費 　：現在の職員構成を基準とし、将来においても同数の職員で行うものとし、賃金上昇率を考慮し算定しています。
委託料　　　 　：現行の委託業務形態が当面継続することを前提に直近の額と物価上昇を考慮し算定しています。
修繕費　　　　 ：直近の修繕の状況を踏まえ物価上昇を考慮し算定しています。
動力費　　　　 ：直近の決算額と物価上昇を考慮し算定しています。
支払利息　　  ：既発行債は、償還表に基づき各年度の支払利息を積み上げています。
　　　　　　　 　　新発行債は、財政融資資金貸付金利の発表資料より元利均等方式、固定金利の利率で算出しています。
その他の費用 ：直近の決算額に物価上昇を考慮し算定しています。
減価償却費　 ：償却方法　：定額法　償却限度額：95％
　　　　　　　　　 耐用年数　：建築50年　土木60年　電気20年　機械15年　計装10年　量水器8年　管路40年

物価上昇率・賃金上昇率について
　物価上昇率、賃金上昇率は、内閣府「長期の経済財政に関する試算（2025年8月）」における過去投影ケースに基づき反映しています。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

そ の 他 の 取 組 なし

料 金
今後、公営企業会計への移行により財政状況に新たな変化が生じる可能性があり、人口減少や水道施
設の更新・耐震化などにも対応する必要があります。このため、継続的に水道料金の改定について検証
していきます。

企 業 債
企業債残高対給水収益比率は類似事業体に比べて上昇傾向にあります。今後、更新投資の増加が予
想されることから、財政収支バランスを確保し将来世代に過度な負担とならないように適切な企業債の
借入れを目指していきます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

アセットマネジメン トの充実
（施設・設備の長寿命化等による
投 資 の 平 準 化 ）

水道施設についてその状況に応じた計画的な維持補修や予防保全による長寿命化を推進し、トータル
コストの縮減に努めます。さらに、改修や更新の時期が重なることで過度な財政負担が生じないよう、長
寿命化を踏まえた計画的な更新投資により投資額の平準化に努めます。

広 域 化
これまで、施設譲渡及び3つの簡易水道を1つに統合し今日に至っています。今後、北海道水道広域連
携推進プラン等を踏まえて、地域に応じた経営基盤の強化に資する広域連携等の推進に努めます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　経営戦略の事後検証は、毎年度の事業執行に伴う予算管理や決算において状況を把握するほか、
経営及び施設の状況を表す経営指標を年度ごとに算出し、その経年推移や他水道事業体との比較を
行う経営比較分析を用いて、経営の現状及び課題を把握していきます。
　これらの年度毎の状況把握を踏まえて、その計画期間を10年間とし、10ヵ年の中間期にあたる5年を
目途に外部評価も加えた中間評価・検証を行い、社会的ニーズの変化や計画と乖離がある場合には取
り組み内容の見直しを行います。

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

繰 入 金
繰入金は過去10年間を通じて大きい時で総収入の40%台、平均で20%台になっています。人口減少に
伴う料金収入の減少や更新投資の高まりを背景に、今後は繰入金について料金改定の検討と併せて
財政部門との調整を進めていきます。

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

水道施設の統廃合等により生ずる遊休資産については、立地条件・地下埋設・近隣状況等を考慮し、
市場動向を注視しながら除却費も含めて売却や貸付の両面で検討することで新たな財源となるよう努め
ます。

そ の 他 の 取 組 なし
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全体総括

28.38

令和6年度より、公営企業会計に移行し法適用（一
部適用）となったため、令和5年度以前の数値は表
示されていない。
①経常収支比率について、類似団体の平均値と同程
度となっているが、一般会計繰入金の依存度が高い
状況のため、今後更なる費用削減や適切な給水収益
の確保が必要となる。
②累積欠損金比率について、累積欠損金は発生して
いないが、一般会計繰入金の依存度が高い状況のた
め、適切な給水収益の確保が必要である。
③流動比率について、流動負債が流動資産を上回っ
ており、類似団体の平均値と比較しても半分以下と
なっているため、現金等の確保に努める。
④企業債残高対給水収益比率について、類似団体平
均値と比較して高い状況となっている。今後も給水
収益の減少及び施設更新等により高い状況が続くと
予想されるが、投資額の平準化等を考慮した計画的
な更新投資が必要である。
⑤料金回収率について、100％を下回っており類似
団体と比較しても低い状況であり、適切な給水収益
の確保が必要である。
⑥給水原価について、類似団体の平均値を上回って
おり、維持管理費の費用削減等経営改善が必要であ
る。
⑧有収率について、管路の老朽化等による漏水が影
響しているため、漏水調査の実施等により有収率の
改善に努めたい。また管路の計画的な更新も必要で
ある。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率について、類似団体の平
均値を下回っているが、今後資産の老朽化が進むた
め、計画的な施設の更新が必要である。
②管路経年化率について、類似団体の平均値と同程
度となっており、管路についても今後老朽化が進む
ため、計画的な更新が必要である。
③管路更新率について、国道、道道の改良に伴い管
路の移設を行ったことにより、類似団体の平均値よ
り高くなっている。今後も計画的な更新に努める。

2. 老朽化の状況

給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) － 類似団体平均値（平均値）

・老朽化した施設の更新や耐震化等が必要な状況で
ある。今年度改定した経営戦略やアセットマネジメ
ントにより、将来にわたり持続可能な経営を実現す
るために、今後の経営状況を見据えて施設の計画的
な更新投資が必要となる。
・人口減少や維持管理費の増加等、経営環境は今後
も厳しい状況が見込まれるため、更なる費用の削
減、適切な給水収益の確保が必要となる。

79.00 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 66.29 97.69 2,750 2,242

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人)

2,313 205.01 11.28 ■ 当該団体値（当該値）法適用 水道事業 簡易水道事業 C3 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
北海道　壮瞥町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.68

平均値 - - - - 0.32

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 101.95

平均値 - - - - 101.77

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 5.14

平均値 - - - - 37.10

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 19.82

平均値 - - - - 18.22

①経常収支比率(％)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 16.12

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 58.63

平均値 - - - - 157.71

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

2,000.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 1,727.94

平均値 - - - - 958.97

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 37.12

平均値 - - - - 61.25

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 338.94

平均値 - - - - 279.83

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 55.89

平均値 - - - - 54.69

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 65.13

平均値 - - - - 71.44

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【102.02】 【26.96】 【142.39】 【1,043.36】

【70.34】【48.33】【285.60】【56.19】

【35.50】 【16.16】 【0.28】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 48,763 47,874 48,025 47,771 47,269 58,574 58,092 57,786 57,114 56,566 67,224 66,749
(1) 48,763 47,874 48,025 47,771 47,269 58,574 58,092 57,786 57,114 56,566 67,224 66,749
(2) (B)
(3)
２． 153,454 142,253 124,973 125,552 132,600 128,488 132,557 133,863 130,936 130,667 122,560 123,293
(1) 84,726 82,762 68,809 70,725 77,209 72,693 77,221 80,710 81,216 82,685 75,112 76,505

84,726 82,762 68,809 70,725 77,209 72,693 77,221 80,710 81,216 82,685 75,112 76,505

(2) 66,995 56,619 54,431 53,094 53,658 54,062 53,603 51,420 47,987 46,249 45,715 45,055
(3) 1,733 2,872 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733

(C) 202,217 190,127 172,998 173,323 179,869 187,062 190,649 191,649 188,050 187,233 189,784 190,042
１． 194,123 184,661 168,205 168,918 175,277 181,118 184,363 183,853 180,086 178,392 180,033 179,620
(1) 7,497 8,286 7,938 8,050 8,154 8,252 8,342 8,426 8,510 8,595 8,681 8,681

3,842 3,833 4,068 4,125 4,179 4,229 4,275 4,318 4,361 4,405 4,449 4,449

3,655 4,453 3,870 3,925 3,975 4,023 4,067 4,108 4,149 4,190 4,232 4,232
(2) 62,010 49,071 35,324 35,454 35,964 36,053 36,725 36,786 38,056 38,618 39,332 38,263

8,198 12,639 8,554 8,640 8,726 8,813 8,902 8,991 9,081 9,171 9,263 9,263

53,812 36,432 26,770 26,814 27,238 27,240 27,823 27,795 28,975 29,447 30,069 29,000
(3) 124,616 127,304 124,943 125,414 131,159 136,813 139,296 138,641 133,520 131,179 132,020 132,676
２． 4,231 3,799 3,870 3,643 4,419 5,191 6,061 6,887 7,718 8,491 9,189 9,844
(1) 3,431 3,799 3,870 3,643 4,419 5,191 6,061 6,887 7,718 8,491 9,189 9,844
(2) 800

(D) 198,354 188,460 172,075 172,561 179,696 186,309 190,424 190,740 187,804 186,883 189,222 189,464
(E) 3,863 1,667 923 762 173 753 225 909 246 350 562 578
(F) 5,867
(G) 475
(H) 5,392

9,255 1,667 923 762 173 753 225 909 246 350 562 578
(I) 9,255 10,922 11,845 12,607 12,780 13,533 13,758 14,667 14,913 15,263 15,825 16,403
(J) 52,808 73,445 89,507 112,139 137,257 176,259 215,457 260,942 306,585 356,646 410,491 475,062

8,185 7,659 8,185 8,185 8,185 8,185 8,185 8,185 8,185 8,185 8,185 8,185
(K) 90,067 98,155 113,117 115,908 105,321 99,338 100,430 85,971 78,306 70,109 62,766 58,340

86,572 95,775 109,581 112,361 101,765 95,772 96,856 82,389 74,716 66,511 59,160 54,734
2,794 1,662 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794
701 718 742 753 762 772 780 788 796 804 812 812

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 48,763 47,874 48,025 47,771 47,269 58,574 58,092 57,786 57,114 56,566 67,224 66,749

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和8年度

営 業 収 益

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 未 払 金
う ち 引 当 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 48,200 35,100 15,000 83,000 83,000 82,000 82,000 89,000 88,000 88,000 88,000 81,000

２． 26,594 43,924 49,268 56,844 58,443 53,221 50,544 51,451 44,149 40,563 36,375 32,469

３．

４．

５．

６． 2,840 8,589 7,605 21,963 21,963 21,566 21,566 24,031 26,143 26,143 26,143 23,678

７．

８．

９． 61,520

(A) 139,154 87,613 71,873 161,807 163,406 156,787 154,110 164,482 158,292 154,706 150,518 137,147

(B)

(C) 139,154 87,613 71,873 161,807 163,406 156,787 154,110 164,482 158,292 154,706 150,518 137,147

１． 118,360 51,040 39,993 111,019 112,204 107,469 113,894 119,051 126,178 125,476 127,853 109,950

２． 76,808 86,683 95,775 109,581 112,361 101,765 95,772 96,856 82,389 74,716 66,511 59,160

３．

４．

５． 5,973 9,181

(D) 201,141 146,904 135,768 220,600 224,565 209,234 209,666 215,907 208,567 200,192 194,364 169,110

(E) 61,987 59,291 63,895 58,793 61,159 52,447 55,556 51,425 50,275 45,486 43,846 31,963

１． 50,300 42,097 55,950 50,697 52,956 44,638 47,163 42,787 41,181 36,456 34,600 24,121

２．

３．

４． 11,687 17,194 7,945 8,096 8,203 7,809 8,393 8,638 9,094 9,030 9,246 7,842

(F) 61,987 59,291 63,895 58,793 61,159 52,447 55,556 51,425 50,275 45,486 43,846 31,963

(G)

(H) 842,596 791,013 710,238 683,657 654,296 634,531 620,759 612,903 618,514 631,798 653,287 675,127

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

84,726 82,762 68,809 70,725 77,209 72,693 77,221 80,710 81,216 82,685 75,112 76,505

1,901 1,823 1,809 1,725 2,209 2,693 3,221 3,710 4,216 4,685 5,112 5,505

82,825 80,939 67,000 69,000 75,000 70,000 74,000 77,000 77,000 78,000 70,000 71,000

38,807 44,188 49,268 56,844 58,443 53,221 50,544 51,451 44,149 40,563 36,375 32,469

38,807 44,188 49,268 56,844 58,443 53,221 50,544 51,451 44,149 40,563 36,375 32,469

123,533 126,950 118,077 127,569 135,652 125,914 127,765 132,161 125,365 123,248 111,487 108,974

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他会計長期借入返還金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府県 ） 補 助金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度令和8年度



布設年月日 昭和 54年 5月 24日

給水人口 2,242人

計算期間 自 令和 8 年 4 月 至令和 12 年 3月

（　5　年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

48,763 51,946 51,946

0 0

0 0 0

48,763 51,946 0 51,946

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

7,497 8,147 8,147

8,563 9,116 9,116

1,266 1,348 1,348

8,198 8,727 8,727

638 679 679

10,534 11,214 11,214

124,616 131,525 53,770 77,755

33,611 4,820 4,820

3,431 4,637 4,637

198,354 180,213 53,770 126,443

【資産維持費計上なし】 【資産維持費計上あり】

資産維持費（Z） 0 39,558

料金対象経費（Y）＋（Z） 126,443 166,002

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 41% 31%

＜料金水準についての説明＞

料 金 (X)

原価計算表

収　　入　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

支 払 利 息

合 計 (Y)

　計算期間を令和8～12年度の5年間で計算した結果、資産維持費を含んだ料金対象経費に対する料金収入の割合は約31%となります。料金水
準の現状を踏まえ、料金については、今後の収支バランスに注視しながら適正料金を検討していきます。

資産維持費は、水道料金算定要領を参考に資産維持率を標準の3%とし、以下の式にて算出しています。
※資産維持費　＝対象資産（R8－R12年度末償却未済額の年平均（長期前受金戻入を除く）×資産維持率（3%）

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、
使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正
かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」（公
益社団法人日本水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載するこ
と。

原
価
構
成

人 件 費

光 水 熱 費

通 信 運 搬 費

修 繕 費

薬 品 費

委 託 費

減 価 償 却 費

そ の 他


